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夏季要求・人事課長交渉

交渉の主なやりとり
欠員補充､７月採用や前倒し含め採用へ努力したい
組合：職員定数は８９名の増員が図られたが、年度当初から欠員

が生じており、職場は厳しい状況に陥っている。まずは、欠員

の補充を早期に行うべきである。

課長：欠員については、追加募集を行うなどの措置をとっている。

児童指導員、児童福祉司、薬剤師、獣医師については７月採用

に向けた手続きを行っているところであり、他の職種について

は、今後の採用試験での前倒しの採用も含めて努力したい。な

お、今年度の採用試験から採用日を４月１日に限定せず、年度

途中の採用も行うこととしている。

全国植樹祭終了後、林業職場等への再配置を
組合：過日に実施された全国植樹祭については、成功裡に終了し

たが、残務の整理後、人員を捻出してきた職場に復帰願いたい。

課長：全国植樹祭の実施については、応援していただいた職員の

皆さんを含めて感謝したい。今後、琵環部などの部局から考え

をお聞きし、林業の職場への再配置を検討したい。

コロナ対策､業務委託等の拡大で兼務解消の方向へ
組合：新型コロナ対策では、感染状況がやや落ち着きを見せてい

るが、収束は見通せない状況であり、現場の職員は依然として

心身に大きな負担を抱えながら勤務している。本務職員はもと

より、兼務職員についても、負担を軽減させるために、人員確

保とともに、業務委託も含めて対応すべきでないのか。

課長：職員の皆さんの尽力には感謝したい。コロナ業務関連の見

直しについて、健康医療福祉部内に「検討チーム」を立ち上げ、

業務の改善の検討をしており、一部業務の外部委託等により、

７月から兼務状況は縮小できるものと考えている。

夏季休暇や年休が取得しやすい条件整備を
組合：夏季休暇の取得期間は昨年度から延長されたが、年次有給

休暇も含めて取得できる条件整備を図ってもらいたい。

課長：年次有給休暇の取得促進へ所属長通知を発出し依頼してい

るところ。休暇を取得しやすい条件整備に努めたい。

育児との両立支援へさらなる条件整備が必要
組合：育休取得１００％宣言などの姿勢は評価するが、職場にゆ

とりが無く、取得しやすい環境が整っていない。改善を。

課長： 育児との両立支援では、休暇休業を充分に活用いただけ

るよう環境づくりに努めていきたい。また、人事課も所属と協

議しながら、組織全体で支え合うようにしたい。

定年引上げ・人事課長交渉
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欠員補充｢７月採用､前倒し採用で対応したい｣
コロナ対策､業務委託等により兼務縮小の方向に
盆休 8/15日(月)～17日(水)､土日を含めて５連休に

自治労県職は６月１７日、夏季要

求での人事課長交渉を実施しました。

酒見人事課長は、盆休暇について８

月１５日（月）から１７日（水）ま

でとする旨を回答。欠員の早期補充

に向けては、７月採用や前倒し採用

で対応したいと回答。また新型コロナ対策では、業務委託等の拡大

で７月から兼務を縮小する方向と考えを示しました。その他、子育

て環境や冷房運転等で改善を訴えました。

盆休暇に関する回答
盆の年休集中取得期間

８月１５日（月）～１７日（水）の３日間

※１２日（金）：可能な職場は休める環境づくりを

員労働者共闘会議」は、定年延長に関する要求書を提出し、６

月１７日に人事課長交渉を実施しました。

交渉では先ず、給与や退職手当の課題を確認し、６０歳時の

７割水準の給料や退職手当のピ－ク特例の適用等を確認しまし

た。また、多様な働き方として、「定年前再任用短時間勤務」の

導入、「高齢者部分休業制度」の前向き検討の確認を行いました。

さらに「役職定年制」の内容、新規採用の方針なども含めて、

やりとりしました。一定程度、内容が明らかになったものもあ

りますが、高齢者部分休業制度も含めて検討すべき課題もあり、

次回の総務部長交渉で確認を行います。

定年延長については、既に「地方公務員法の一部を改正する

法律案」が昨年度に成立し、２０２３年４月１日より施行する

こととなっています。自治体における実施においては、条例化

を図る必要がありますが、県においては、未だ議会に条例提案

もされていません。職員への周知期間を考慮すれば、残された

期間もすくないため、早期の条例化が求められています。

自治労県職および滋賀県教職員組合で構成される「地方公務

定年引上げ｢９月議会上程へ向け話し合いたい｣
｢高齢者部分休業制度｣の創設､前向き検討に



ニッポンハムお中元ギフトご案内～特別限定特価･送料無料～
お世話になったあの方、頑張ったあなた、そしてご家族へのご褒美にどうぞ！

【申込】書記局077-528-4790 【締切】７月８日（金）
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￥ 4,320（定価）⇒￥ 3,000 ￥ 5,400（定価）⇒￥ 4,300 ￥ 3,240（定価）⇒￥ 2,500

国産自社農場だから

安心の品質！

食 べ 応 え の あ る 太

めサイズ！

長年愛された自信作！

商品内容

熟成ベーコン

あらびきウインナー

熟成厚切りロースハム

熟成ももハム

など

商品内容

特選ロース

直火焼ミートローフ

たれ漬け焼豚

スモークハム

あらびきウインナー

特撰ホワイトウインナー

商品内容

シャウエッセンミート

ローフ、チーズ、チョ

リソー

など

定年前再任用短時間勤務制、「週４日・３日」で導入へ
【組合】６０歳超においては、多様な働き方が必要となる。その

ためには、「定年前再任用短時間勤務制」の整備が不可欠となる。

どのような考えか。

【課長】多様な働き方の一つとして「定年前再任用短時間勤務制」

は、法改正の趣旨に沿って導入したい。その場合、勤務形態は、

現行の再任用制度と同様に「週４日・週３日勤務」と考えてい

る。

「高齢者部分休業制度」は前向き検討へ
【組合】多様な働き方のひとつとして、「定年前再任用短時間勤

務制」に加えて、高齢期のワーク・ライフ・バランスや加齢へ

の対応策として「高齢者部分休業制度」の整備が必要と考える。

どのような考えか。

【課長】「高齢者部分休業制度」については、高齢層の柔軟な働

き方の確保として法案の付帯決議でも言及されているが、制度

のあり方や詳細を検討している。前向きには検討したい。

役職定年制、管理職手当の受給者等が対象で課長補佐級へ降任に
【組合】役職定年制の内容は、管理職だけでなく昇任の滞留など

全職員のキャリア形成に影響する。どのような考えか。

【課長】役職定年制は、管理監督職として、管理職手当を受けて

いる者および非支給の参事級以上の者とし、降任後の職階は課

長補佐級。係長の下で担当業務を持つことを考えている。

【組合】降任して課長補佐級が増えるが、ラインの課長補佐級に

位置付けられないことで、若手の昇任に影響が生じないものと

考えてよいのか。

【課長】若手の昇任には影響がないように処遇したい。

段階的定年引上げにより、新規採用者の抑制があってはならない
【組合】段階的定年引上げにより、２年に１歳づつ定年が引き上

がるが、引き上がらない年度は退職者がでないため、新採職員

が抑制されるのではとの危惧がある。どのように考えているの

か。

【課長】新規採用については、２年ごとに定年退職者が出ない年

度が生じるが、将来にわたって人材確保育成は必要である。再

任用終了者や普通退職者が生じることから、極端な採用抑制は

生じないと考える。さらに少数の専門職では丁寧に検討してい

定年引上げの主なやりとり

６０歳超の給料「国家公務員に準じて７割水準」と回答
【組合】定年引上げになれば、管理職以外では60歳以降も「同

一労働」を行うのだから、「同一賃金」であるべきと考えるが、

給与水準について、いかがな取扱いを考えているのか。

【課長】同一賃金であるべきとの意見は受け止めるが、国家公

務員では、当面、満６０歳時の年度末給料の７割水準となって

おり、県も準用することとなる。

退職手当、ピーク時特例のみならず、全ての事案で現行保障を
【組合】退職手当については、現行の手当額が定年引上げで不

利にならないように、ピーク時特例（６０歳までの給料月額の

ピークを基礎とする特例）の適用を図ることが、必要となるが、

どのような考えか。

【課長】退職手当については、定年引上げにより不利益がでな

いように、国家公務員と同様にピーク時特例を適用したい。

【組合】６０歳前にピークがあるケースでは、ピーク時特例に

よっても現行より不利益が生じる場合があるので、全てのケー

スで不利益が生じないよう運用してもらいたい。

【課長】事例により不利益が生じる場合は想定されるので、そ

の扱いは検討していきたい。
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総務部長交渉の日程
日時：８月５日（金）13：15～14：15

場所：北新館５Ｂ会議室

内容：定年引上げに関する課題

※交渉参加者は、 1 時間前に自治労県職書記局へ集合

冒頭の人事課長回答
１．議案の提出時期

本年９月定例議会に上程を目指す。

２ 段階的定年年齢引上げの実施

令和5年度から2年に1歳ずつに段階的に引上げ６５歳とする。

経過期間中は、定年後６５歳までは「暫定再任用制度」を実施

３ 役職定年について

60歳に達した日以降の最初の4月1日に「管理監督職」から異動。

対象者：管理職手当の支給者、非支給の参事級以上の職。

４ 定年前再任用短時間勤務制度の創設

多様な働き方の対応の観点から導入。（週４日・週３日で実施）

５ 高齢者部分休業制度について

前向きに検討

６ 情報提供と意思確認について

満60歳時の前年度に情報提供と60歳以降の勤務の意思を確認。

７ 給与・退職手当について

当分の間、給料月額を７割水準に。

退職手当は、不利的が生じないよう手当額を算定。（ピーク時

特例適用）
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２０２２年度「職場要求運動」をスタートします！
自治労県職は、「２０２２年度職場要求運動」をスタートさせま

す。自治労県職は、組合員ひとり一人の思いや現場の声に基づく運

動づくりの一環として、毎年、職場要求アンケ－トに取り組んでい

ます。今回のアンケートは、賃金・労働条件、働き方改革、職場環

境等について確認させて頂くものです。あなたの要求または日頃感

じていること、疑問に思うことなど、遠慮なくご記入ください。ア

ンケートの結果は、今後、賃金交渉はじめ各種の要求づくりや交渉

等に反映させ、様々な場で要求実現を目指し努力していきます

今年度のアンケートについては、ｗｅｂ版での回答を基本としま

す。QRコードでお読み取り頂き回答をお願いします。

紙のアンケート用紙も準備しますので、

webでの回答が困難な場合は、職場班長のアンケー

ト回収袋へ投入するか、書記局へ提出願います。

今年も割引します「ナガシマリゾート」

パスポート（入場＋乗り放題） 大 人 5,000円→ 3,900円

同 小学生 3,900円→ 3,100円

プ ー ル （入場＋プール） 大 人 3,700円→ 2,800円

同 小学生 2,700円→ 2,100円

※遊園地入場のみやワイドパスポート(入場＋乗り放題+プール)の割引もあり

◇利用方法：組合で発行する利用補助券を現地の窓口に提出して
「組合員価格」をお支払ください。

◇補助券の申込：組合書記局へ本部(077-528-4790)守山(077-583-4906)


